
美里町感染症対応
避難所開設及び行動

マニュアル
（感染症対策を考慮した避難所開設の基準について）

美里町総務課



避難所開設及び行動マニュアルの概要

◆避難の判断
●土砂災害

●浸水被害

◆避難所の開設
●指定避難所の開設方針

●避難所開設での留意事項

（対応及び運営）

◆不測の事態への対応
●想定を超える異常気象

●感染者の発生確認
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避難の判断

住⺠⾃ら最善の避難場所や避難方法を判断
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【避難判断基準情報ととるべき行動】
◆大雨による避難の判断（土砂災害及び浸水被害）
発令判断基準

警戒レベル５

警戒レベル４

警戒レベル３

警戒レベル２

警戒レベル１

気象庁が出す気象情報

大雨特別情報

土砂災害警戒情報

大雨・洪水警報

大雨・洪水注意報

早期注意情報

美里町が出す避難情報

災害発生情報

避難指示（緊急）
避難勧告

避難準備・高齢者等
避難開始

住⺠に求める行動

命を守るための最善
の行動をとる

全員避難

高齢者などは避難

避難方法の確認

気象情報への
注意力を高める
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【避難検討フロー（感染症対応）】
□避難の検討フローにより避難の必要性や最適な避難方法を判断する

在宅での避難が可能かを判
断してもらう

⾃宅の危険度の
確認・判断
【Ｐ６参照】

現在の場所で安全が確保で
きる

在宅避難

【⾃宅等での垂直避難】

安全かどうか判断できない

避難の準備
【Ｐ５避難場所選定フロー】

現在の場所は危険と判断

避難の準備
【Ｐ５避難場所選定フロー】
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□避難場所選定フロー

YES

NO

YES
NO

NOYES

５

親類や知人宅で安全に
避難できる場所があるか

地区の公⺠館等で安全が
確保できるか

公⺠館等へ避難
町指定の避難所へ避難

避難所の安全が

確保できるか

避難所での避難継続 車中避難等の検討

親類や知人宅へ避難



【危険度の『確認』及び避難場所の『選定』】

６

美里町総合防災マップを用意し⾃宅が土砂災害警戒区域や浸水想定区域に入っていないか確認する。また、レッドゾーンや
イエローゾーンの⼾別通知を受けとっているか確認する。併せて、⼭沿いや川沿いでないか背後地が高土⼿やがけ地でない
かを確認する。これらのことに該当する場合は、在宅での避難は危険ですので下の選択肢を検討してください。

在宅避難が危険な場合やどちらか判断できない場合は、地区の集会施設（公⺠館や生活改善センター・社会教育センター
等）が安全であるか美里町総合防災マップで確認する。判断に迷う場合は、地区の代表者等に確認をする。

地区内で安全が確保できない場合や判断ができない場合は、避難可能な親類や知人等に避難受入のお願いをする。

それでも安全が確保できない場合は、近くの町指定避難所を【P８】指定避難所の開設方針及び美里町総合防災マップによ
り確認して避難する。避難所での感染予防ができる準備を行ったうえで避難してください。

町指定避難所では、三密になることを防ぐため間隔を広く取ったうえで換気を行うなどの対策【P９-P１１】避難所での留
意事項を行うため、収容人数に限りがあり、対策を行ったとしても１００％安全を確保できない。不安がある方や体調に異
変がある方については車中避難を検討してください。

気象庁が発表する気象情報や美里町が発表・発令する避難情報を確認し、⾃身の安全を確保できる避難行動を判断する。



避難所の開設

感染症対策を考慮した開設
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【指定避難所の開設方針（感染症対応版）】
感染者が確認されておら
ず、避難所での感染症対
策が確実に行える場合

警戒レベル３『避難準備・高
齢者等避難開始』で、避難所
運営が通常どおり行える状況
において感染症対策をマニュ
アルどおりに実施できる場合
は指定避難所のうち下の４か
所を開設する。なお、美里町
の両庁舎は職員の分散業務に
より使用できません。

・総合体育館
・砥用中学校体育館
・湯の香苑
・Ｂ&Ｇ海洋センター

感染者は確認されていな
いが、避難所での感染症
対策が確実に行えない場
合

警戒レベル３『避難準備・高
齢者等避難開始』で、避難所
での感染対策（衛生環境の保
持）ができない場合（備蓄品
の品薄状態や職員配置が不可
能）は指定避難所７か所を開
設する。

・総合体育館
・砥用中学校体育館
・湯の香苑
・Ｂ&Ｇ海洋センター
・励徳小学校体育館
・中央小学校体育館
・砥用小学校体育館

感染者は確認されていな
いが、避難勧告や避難指
示の判断を行う場合

警戒レベル４『避難勧告・避
難指示（緊急）』等の状況で
は相当数の避難者が予測され
るが、下の８か所を開設した
うえで、車中避難が可能な方
については、一時車中避難を
お願いする。また、地域の集
会施設や親類知人宅を利用可
能な方については避難場所の
変更をお願いし場所や経路の
案内を行う。
・総合体育館
・砥用中学校体育館
・湯の香苑
・Ｂ&Ｇ海洋センター
・励徳小学校体育館
・老人福祉センター
・中央小学校体育館
・砥用小学校体育館

感染者が確認された状況
で避難勧告や避難指示の
判断を行う場合

検温や体調観察等を行いなが
ら、避難所の衛生管理を行う
ため多数の職員が必要となる。
緊急事態宣言による勤務の分
散や感染症対応業務も並行し
て行う必要があり、通常業務
に相当な支障が出る。
感染症対策業務継続計画と調
整を図るとともに、より一層
の在宅避難、車中避難を推進
する。

８



【避難所開設での留意事項】
【可能な限り多くの避難所の開設】
〇避難が必要な気象条件や災害が発生した場合は住⺠の避難の状況等によって、避難所の収容人数を考
慮し、あらかじめ指定した指定避難所以外の避難所を開設するなど、通常の災害発生時よりも可能な限
り多くの避難所の開設を図るとともに、宿泊可能施設等の活用等も検討すること。

【親戚や友人の家等への避難の検討】
〇避難が必要な気象条件や災害が発生した場合には、避難生活が必要な方に対して、避難所が過密状態
になることを防ぐため、可能な場合は親類や知人の家等への避難を検討していただくことを周知する。

【⾃宅療養者等の避難の検討】
〇⾃宅療養等を行っている新型コロナウイルス感染症の軽症者等への対応については、宇城地域振興局
の保健福祉部局や本町健康福祉部局と十分に連携の上で、適切な対応を事前に検討すること。

【避難者の健康状態の確認】
〇避難者の健康状態の確認について、宇城地域振興局の保健福祉部局や本町健康福祉部局と適切な対応
を事前に検討の上、「避難所における感染対策マニュアル」※における症候群サーベイランスの内容も
参考として、避難所への到着時に行うことが望ましい。また、避難生活開始後も、定期的に健康状態に
ついて確認すること。
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※避難所における感染対策マニュアル 2011年3月24日版平成22年度厚生労働科学研究費補助金「新型イ
ンフルエンザ等の院内感染制御に関する研究」研究班（主任研究者切替照雄）作成（⼿洗い、咳エチ
ケット等の基本的な対策の徹底）
・避難者や避難所運営スタッフは、頻繁に⼿洗いするとともに、咳エチケット等の基本的な感染対策を
徹底すること。

【避難所の衛生環境の確保】
〇物品等は、定期的に、および目に見える汚れがあるときに、家庭用洗剤を用いて清掃するなど、避難
所の衛生環境をできる限り整えること。

【十分な換気の実施、スペースの確保等】
〇避難所内については、十分な換気に努めるとともに、避難者が十分なスペース（概ね2.0mの間隔）を
確保できるよう留意すること。
〇確保が困難な場合は、車での避難者については車中避難の協力を依頼し、それでも、スペースが足り
ない場合はパーテンションを設置する。

【発熱、咳等の症状が出た者のための専用のスペースの確保】
〇発熱、咳等の症状が出た者は、専用のスペースを確保すること。その際、スペースは可能な限り個室
にするとともに、専用のトイレを確保することが望ましいが、難しい場合には可能な限りエリアを分け
更にパーテーション等により隔離スペースとする。
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〇同じ兆候・症状のある人々を同室にすることについては、新型コロナウイルス感染症を想定した場合
には、望ましくない。やむを得ず同室にする場合は、パーティションで区切るなどの工夫をすること
が望ましい。

〇症状が出た者の専用のスペースやトイレは、一般の避難者とはゾーン、動線を分けること。
〇避難所のスペースの利用方法等について、事前に関係部局や施設管理者等と調整を図る。

【避難者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合】
〇新型コロナウイルス感染症を発症した場合の対応については、宇城地域振興局の保健福祉部局や本町
健康福祉部局と十分に連携のうえで、適切な対応を事前に検討すること。

※「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」（平成25年8月（平成28年4月改定）内閣
府（防災担当））において、「感染症を発症した避難者の専用のスペースないし個室を確保することが
適切であること」と記載しており、また、「避難所運営ガイドライン」（平成 28年4月内閣府（防災担
当））において、「感染症患者が出た時の部屋を確保する」と記載しているが、新型コロナウイルス感
染症の場合は、軽症者等であっても原則として一般の避難所に滞在することは適当でないことに留意す
ること。
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不測の事態への対応

感染症対策を考慮した開設
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【想定を超える異常気象】
１．想定を超える異常気象が発生した場合は、基本的に車中避難により最

悪の状況を乗り越えること（⾃身の命や安全を確保するための最善の
行動）を推奨し、車中避難が不可能な方については、感染防止を徹底
し避難所での避難とする。

２．台風など暴風を伴う異常気象において、⾃宅の安全確認ができない場
合、避難所に避難者が集中することが想定される。このような時に通
常の避難所運営が行えない状態で感染防止対策も不可能となった場合
は、受入段階での健康状態を確認したうえで、心身の異常や不調等が
ある場合は施設管理者と協議を行い、分散や隔離に使用できる別室や
スペース等をできるだけ活用する。

３．上記１・２で対応できない事態となった場合は、町内の福祉施設等の
活用要請を行い受け入れを施設の多様化分散化を強化することとする。
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